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田辺市都市計画マスタープラン 

２ 中部地域                              

本町、栄町、福路町、片町、紺屋町、江川、今福町、南新町、北新町、上屋敷一丁目、上屋敷二丁目、上屋敷

三丁目、中屋敷町、下屋敷町、新屋敷町、古尾、湊、磯間、末広町、稲成町、扇ヶ浜、宝来町、上の山二丁目 
 

①中部地域の概況 
 
 
 
  
 
 

②中部地域の現況と課題 
 現況 課題 

○紀南一の商業集積地として古くから賑

わいの中心地であったが、国道やバイ

パス沿道での大型店や専門店の相次ぐ

出店などにより、商店街をはじめ、中

心市街地は空洞化しています。 

○面的な拡がりのある商業地は、駅前周

辺や市役所周辺など、様々な地区特性

があり、その特性を見極めながら、良

好な都市環境づくりが必要です。 
 

○銀座地区では、地区計画により壁面後

退や建物の意匠の調和などのルールを

定め、商店街として魅力あるまち並み

形成に努めています。 

○良好なまち並み形成には地元主体のま

ちづくりが重要であり、今後も、地元

主体のまちづくりが望まれます。 
土地利用 

○既成市街地では、空き地や空き家によ

り、まちの活力や防犯面での安全性が

低下しています。 

○空き地や空き家の有効活用による、活

力があり効率的な市街地の形成が望ま

れます。 
○中心市街地には、一方通行道路や入り

組んだ道路が多いなど、快適な道路環

境が整っているとは言えない状況で

す。 

○現在、海蔵寺地区沿道区画整理型街路

事業を実施していますが、今後も中心

市街地内の道路網の確立に寄与する道

路整備が必要です。 
○平成 19 年 11 月に南紀田辺インターチ

ェンジが供用開始されました。また、

中心市街地では都市計画道路元町新庄

線の整備を進め、東西方向の道路網の

強化を図っています。 

○中心市街地と南紀田辺インターチェン

ジを結ぶ幹線道路とともに、中心市街

地内では南北方向の幹線道路の整備が

必要です。 
 

○都市計画道路は、昭和 48 年の道路網見

直し以降、全面的な見直しは行われて

いない状況にあります。 

○社会情勢や都市構造の変化とともに今

後の見通しを踏まえ、都市計画道路網

の見直しなど適切な対応が必要です。

○ＪＲ紀伊田辺駅前広場は、昭和 46 年の

和歌山国体時に整備されていますが、

現在、送迎用の一般車が一時的な混雑

を招いているほか、公共交通として重

要なバスの乗降場が分散しているなど

の問題があります。 

○中心市街地活性化のシンボル的な取り

組みとして、まちの玄関口であるＪＲ

紀伊田辺駅周辺における良好な環境整

備が必要です。 
 

道路・交通 

○ＪＲ紀伊田辺駅駐車場の稼働率が低下

しています。中心市街地内に多数ある

その他の駐車場も分かりにくく有効に

利用されていない状況です。 

○中心市街地の活性化のためにも、駐車

場の利用を促進することが望まれま

す。 

中部地域は、まちの玄関口であるＪＲ紀伊田辺駅や市役所を

はじめとした行政サービス施設、商業・業務施設など、様々な

都市機能が集積する田辺市の経済の中心地です。また、扇ヶ浜

公園、闘奚隹神社などのレクリエーションや歴史・文化資源も有

しています。近年は中心市街地の空洞化が進行しており、紀南

の中心地としてもその活性化が望まれています。 
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第 4 章 地域別構想 
 

 現況 課題 
○海蔵寺地区沿道区画整理型街路事業の完

成に伴うバス路線の変更により、北新
町・湊本通り・栄町の商店街の道路は、
中心市街地での東西交通軸（自動車交通）
としての役割が低くなります。 

○北新町・湊本通り・栄町は、かつては
最も賑わった商店街であり、商業集積
度も高く、中心市街地内の歩行者の安
全性、快適性及び回遊性の向上ために
当該道路の適切な整備が必要です。 道路・交通 

○鉄道やバスなどの公共交通機関の利用者
数は減少しており、車依存型の都市構造
となっています。 

○中心市街地には、駅や市役所などの都
市機能が点在しており、それらを連絡
する公共交通の利用しやすい環境づく
りが必要です。 

○扇ヶ浜では、平成 17 年にオープンした海
水浴場をはじめ、ストリートスポーツ施
設等の整備を進めています。 

○扇ヶ浜は、広域的に集客力を持った観
光・レクリエーション施設として、今
後も、機能充実が望まれます。 

○本地域内には、都市計画公園はあるもの
の、身近な公園や広場が少ない状況です。

○高齢者の身近な憩いの場や子供の身近
な遊び場のための公共空間の創出が望
まれます。 

公園・緑地 

○本地域内には、現在 4 箇所の都市計画公
園が開設しています。 

○既存施設の計画的な管理・更新が必要
です。 

○本地域内には、主要な河川として会津川
が貫流し田辺湾に注いでいます。 

○会津川は治水・防災機能を高めるため、
河川改修が必要であり、それに併せた
水辺空間の整備が望まれます。 

○本地域では、公共下水道が未整備であり、
生活排水処理率が低い状況です。 

○生活排水処理率を向上させる対策が必
要です。 

○本地域では、都市下水路により雨水排水
を行っていますが、集中豪雨の際に浸水
する地域があります。 

○浸水地域解消に向け、適切な対応が必
要です。 

○市立図書館、市立歴史民俗資料館などが
あるものの、施設の老朽化や駐車スペー
スの不足など利用者に充分なサービスを
提供できていない状況です。現在、上記
の機能を併せ持つ、複合文化施設の整備
を進めています。 

○多様な世代の利用・交流ができ、学習・
研究に必要な資料・情報の提供や郷土
の歴史・文化を学び体験できる施設が
求められています。中心市街地に整備
することによる交流人口の増加に寄与
することも期待されています。 

河川・下水、 
その他の 
都市施設 

○田辺漁港では、老朽化している施設があ
ります。 

○田辺市の水産業の拠点として、適切な
機能強化が必要です。 

○幹線道路の整備の遅れにより、良好な市
街地形成が進んでいない既成市街地があ
ります。 

○良好な市街地の形成のため、道路と沿
道地との一体的な整備が必要です。 

○入り組んだ狭い道路に面して古い木造住
宅などが密集している地区が多く存在し
ています。 

 御所谷地区では住宅地区改良事業を実施
し、その解消を図りました。 

○建築物の耐震化、住環境整備など防災
性の向上を図ることが必要です。 

 
 

○災害時の活動拠点となる公共施設が点在
しています。 

 

○公共施設は、災害時の応急活動など、
多くの重要な役割や機能が求められ、
適切な整備が必要です。 

○本地域には、闘奚隹神社、高山寺、田辺城
水門など、多くの歴史文化資源がありま
す。 

○点在する地域資源を地域の個性として
適切に活用することが望まれます。 

その他 

○中心市街地には、城下町としての名残が
残っています。 

 

○既存のまち並みの保全とともに、後世
に自信を持って残せる良好な景観形成
が必要です。  
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第 4 章 地域別構想

③中部地域の基本的な方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＲ紀伊田辺駅前 
広場改修事業 

都市計画道路元町新庄線

整備事業 

複合文化施設建設事業 

コミュニティ道路整備事業

会津川の水辺空間の創出 

中心市街地活性化基本計画の区域

銀座地区地区計画 

田辺漁港 田辺第一小学校

田辺第三小学校

南方熊楠顕彰館 

闘雞神社 
市役所

ＪＲ紀伊田辺駅

扇ヶ浜公園 

都市計画道路外環状線整備事業 高山寺 

＜目標＞ 
田辺市の歴史・文化を育み、まちの発展を支えてきた中心市街地を含

む地域であり、これからも田辺はもとより紀南の中心地として、責任あ

る発展を目指します。都市基盤の整備による利便性の向上、都市機能の

充実による賑わい創出などにより、都市交流と都市居住が充実した人々

が集い住まうまちづくりを推進します。 
●安全・安心なまちづくり 

本地域は田辺湾に面し、地域内には会津川が流れています。また、入

り組んだ狭い道路に面して古い木造住宅などが密集している地区が多

く存在しています。このような地区を中心に住民の高齢化も進んでいま

す。 
都市基盤の整備及び建築物の耐震化などによる防災・減災に努めるほ

か、交通安全対策や防犯対策により、安全で安心できる暮らしの創出を

目指します。 
●地域活力が連携した快適で効率的なまちづくり 

中心市街地を含む地域である本地域では、田辺の活力を牽引する地域

としての役割を果たすべく、都市基盤や都市機能の充実に努めます。 
ＪＲ紀伊田辺駅の機能強化や幹線道路網の確立による他地域との効

率的な連携強化を図るほか、商業環境や居住環境、行政サービスなどの

充実を図ることで、定住人口と交流人口の増大を目指します。 
●個性的で魅力あるまちづくり 

本地域内には、会津川や扇ヶ浜などの美しい自然環境のほか、闘奚隹

神社、高山寺、田辺城水門、城下町としての名残、南方熊楠旧邸などの

豊かな歴史・文化が今も息づいています。 
これらの地域資源を大切にしつつ、点在する資源を有機的に結びつけ

来訪者の回遊性の創出に努めます。また、都市としての新しいまち並み

の形成についても適切に誘導するなど、個性的で魅力あるまちづくりを

目指します。 

＜テーマ＞ 
歴史・文化を大切にし 

交流拠点都市田辺の都市活動を支え 
快適で人々が集い住まうまちづくり 
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第 4 章 地域別構想
 
④中部地域のまちづくりの方針 

 主な取り組み 

土地利用 
の方針 

○良好な都市環境の形成を図るため、土地利用の動向を注視し、商業集積地域、商業

と住居が調和した地域、住環境を保全する地域等の特性を見極めながら、必要に応

じて、用途地域の見直しを検討します。同時に建築物の不燃化の促進についても検

討します。 
○銀座地区においては、地区計画の方針に基づき、引き続き商店街としての魅力ある

まち並みの誘導を推進し、その維持・向上に努めます。また、その他の市街地にお

いても、良好なまち並みを形成するため、まちづくり協議会などによる住民主体の

まちづくりを促進します。 
○商店街を中心とした商業環境の整備、品揃えやサービスの充実による魅力ある店舗

づくりを促すなど賑わいの創出に努めるほか、子育て世代や高齢者の意向に合った

住環境の充実や住宅建設の促進などによる誰もが住みやすい居住環境の整備に努

めます。 
 （中心市街地開業支援事業、中心市街地家賃補助「まちなか住まいる補助金」、街

なか住み替え支援事業の実施 ※これらの事業等は中心市街地活性化基本計画で

位置づけられた施策です。） 
 

道路・交通 
の方針 

○中心市街地内の交通の円滑化、中心市街地への連絡の向上及び交流人口の増大を図

るため、都市計画道路元町新庄線整備事業を推進します。 
○南紀田辺インターチェンジと中心市街地との連絡や、南北方向の連絡強化を考慮し

た都市計画道路の計画的な事業化を推進します。 
○未整備都市計画道路については、線形や幅員などの見直しや計画廃止も含め、検討

します。なお、見直しにあたっては、歴史的まち並みや、沿道土地利用等を考慮し

検討していきます。 
○ＪＲ紀伊田辺駅前広場については、交通拠点としての機能強化による交通混雑の解

消とともに、バリアフリー化の整備を推進します。 
○ＪＲ紀伊田辺駅駐車場をはじめとした駐車場については、分かりやすく利用しやす

い駐車場とするための取り組みについて検討します。 
○湊本通り・北新町・栄町の商店街については、歩道空間を確保するとともに自動車

よりも歩行者を優先させるコミュニティ道路としての整備を推進します。 
○市民の利便性と効率性を踏まえたバス等の公共交通体系の再構築を推進します。 
 

公園・緑地 
の方針 

○観光・レクリエーションの拠点である扇ヶ浜公園の拡充整備を促進します。 
○道路整備などの市街地整備に併せて、高齢者の休憩や子供の遊び場などとして、安

らぎや憩いの場となる広場やポケットパークの創出に努めます。 
○既設公園については、安全・安心・快適に利用できるよう、適切な維持管理に努め

ます。 
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田辺市都市計画マスタープラン 
 

 主な取り組み 

河川・下水、 
その他都市 
施設の方針 

○地域における治水のための主要な河川となる会津川の改修を促進し、治水及び災害

防除に努めます。河川改修にあたっては、多自然川づくりによる河川環境の整備・

保全への配慮のほか、市民の自然環境とのふれあいやレクリエーションに資するた

めの水辺空間の整備を促進します。 
○公共用水域の水質保全や生活環境の向上のため、公共下水道の活用の検討を含め、

生活排水処理率の向上に努めます。 
○浸水地域の解消のため、背戸川都市下水路の改修や各ポンプ機場の改築・更新など

に努めます。 
○市民の交流を一層充実させ中心市街地の活性化にも寄与する複合文化施設（市立図

書館等含む）の建設を推進します。 
○田辺市の水産業の拠点である田辺漁港では、地場産業の活性化を図るため、施設の

機能強化を進めます。 
 

その他の 
まちづくり

の方針 

○都市計画道路事業等とあわせて土地区画整理事業の導入について検討します。 
○防災性の向上を図るため、建築物の耐震化を促進するとともに、住環境整備の手法

を検討します。 
○災害時の救援活動などに備え、防災拠点である市役所本庁舎などの主な公共施設に

おける防災体制の強化や備蓄機能の整備充実に努めます。 
○闘奚隹神社、高山寺、田辺城水門などの歴史文化資源の保全と適切な活用に努めます。

○城下町としての名残の保全や良好な景観形成のため、景観条例及び屋外広告物条例

に基づいた規制・誘導に努めます。 
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３ 西部地域                              

元町、天神崎、目良、芳養町、秋津町、稲成町、むつみ、上の山一丁目、明洋一丁目、明洋二丁目、明

洋三丁目、芳養松原一丁目、芳養松原二丁目 
①西部地域の概況 

 
 
 
  
 
 
 

②西部地域の現況と課題 
 現況 課題 

○芳養漁港区域においては、集落再編整

備事業により新たな土地が造成されて

います。 

○漁港区域にふさわしい適切な土地利用

が必要です。 

○用途地域内においては、その制限の内

容が、現況の土地利用や地域が求める

土地利用に必ずしも合っていない地区

があります。 

○土地利用実態を見極めつつ、計画的で

秩序ある土地利用の規制・誘導が必要

です。 

○南紀田辺インターチェンジ周辺など、

土地利用制限の緩やかな区域がありま

す。 

○地域特性に応じた良好な環境の保全、

形成のための土地利用規制などの適用

の検討が望まれます。 

土地利用 

○本地域の新興住宅地においては、良好

な居住環境を呈していますが、将来に

わたってそれを担保するための取り組

みが行われていません。 

○良好な居住環境の保全・形成には、住

民意識の高まりが重要であり、地元主

体のまちづくりが望まれます。 

○周辺都市間を連絡する都市軸の確立を

図るため、国道 42 号田辺西バイパスの

整備に着手しています。 

○周辺都市間の交流・連携の充実はもと

より、地域内の交通を円滑にするため

にも、早期整備が望まれます。 

○高速道路利用の利便性の向上を図るた

め、南紀田辺インターチェンジへの連

絡道路となる市道明洋団地古町線の整

備を進めています。 

○中心市街地の活性化に寄与するために

も、早期供用が望まれます。 

○都市計画道路は、昭和 48 年の道路網見

直し以降、全面的な見直しは行われて

いない状況にあります。 

○社会情勢や都市構造の変化とともに今

後の見通しを踏まえ、都市計画道路網

の見直しなど適切な対応が必要です。

道路・交通 

○人口減少などにより地域の公共交通機
関であるバスの利用者数は減少してい
ます。一方で、高齢化は進行し、交通
弱者は増える傾向にあります。 

○様々な都市機能が集積する中心市街地
などへの移動が便利になるよう、それ
らを連絡する公共交通の利用しやすい
環境づくりが必要です。 

西部地域は、市街地西部にあり、南紀田辺インターチェンジ

や国道 42 号により周辺都市を結ぶ地域です。高度経済成長期に

市街化が進んだ地域であり、良好な漁業環境や豊かな自然的環

境に恵まれています。三四六公園やナショナルトラスト運動の

先駆けとなり県立自然公園にも指定された天神崎を有している

など、特徴ある都市景観を呈しています。 
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 現況 課題 
○運動公園である三四六公園について

は、施設の老朽化が進んでいます。 
○運動公園としての機能充実と、立地条

件を活かした防災拠点としての機能の
整備が必要です。 

○芳養公園については、国道 42 号田辺西
バイパスの整備により、一部が高架下
になります。 

○公園としての適切な機能の維持が必要
です。 

○本地域内には、都市計画公園があるも
のの、地区によっては、身近な公園や
広場が不足しています。 

○高齢者の身近な憩いの場や子供の身近
な遊び場のための公共空間の創出が望
まれます。 

 

公園・緑地 

○本地域内には、三四六公園、芳養公園
も含め、現在 7 箇所の都市計画公園が
開設しています。 

○既存施設の計画的な管理・更新が必要
です。 

○本地域内には、主要な河川として芳養
川及び稲成川が流れており、両河川と
も改修整備済みです。 

○芳養川及び稲成川については、治水・
防災機能を高めるための取り組みが望
まれます。 

○本地域では、一部で漁業集落排水処理
施設が供用開始しており、比較的高い
割合で生活排水を処理できているもの
の、依然として、全体では生活排水処
理率が低い状況です。 

○生活排水処理率を向上させる対策が必
要です。 

 

○南紀田辺地方卸売市場については、施
設の老朽化が進んでいます。（昭和 56
年 5 月竣工） 

○南紀田辺地方卸売市場については、そ
の機能充実が望まれます。 

 
○芳養漁港では、老朽化している施設が

あります。 
○地域の基幹産業である水産業の活性化

のため、適切な機能強化が望まれます。

河川・下水、 
その他の 
都市施設 

○地域内には、田辺市斎場が立地してい
ます。 

○田辺市斎場の既存機能の適切な維持管
理が必要です。 

○芳養漁港区域では、集落再編整備事業
により住環境の改善を図りましたが、
その他集落においては、依然として、
入り組んだ狭い道路に面して古い木造
住宅が集まった地区があります。 

○これまでに整備が行われていない漁業
集落や農村集落などにおいては、防災
性や住環境の向上が必要です。 

○災害時の防災拠点となる三四六公園に
は、防災機能が未整備です。 

○点在する身近な公共施設などを指定避
難施設として定めています。 

○三四六公園への防災拠点としての機能
の整備が必要です。また、指定避難施
設は、災害による被災者や被災が心配
される方を収容する場所であり、適切
な整備が必要です。 

○漁港付近では、漁業集落特有のまち並
みを呈しています。 

○海辺景観を、地域の個性として守り育
てることが望まれます。 

その他 

○本地域は、県立自然公園として指定さ
れている天神崎などの自然の風景地を
有しています。 

○これらの貴重な地域資源を地域の個性
として保全するとともに適切に活用す
ることが必要です。 
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③西部地域の基本的な方針  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三四六公園の運動公園及び防災公園

としての拡充整備の推進 

目良公園

南紀田辺 I.C. 

田辺市斎場

ＪＲ芳養駅

芳養小学校

明洋中学校
稲成川 

市道明洋団地古町線整備事業 

国道 42 号田辺西バイパスの整備の推進 

国道 42 号田辺西バイパスの整備に

併せた芳養公園の機能維持の検討

三四六公園

県立自然公園（特別地域）

天神崎 

芳養漁港区域

芳養川 

南紀田辺地方卸売市場 

みなべ町 

＜テーマ＞ 
自然豊かな海辺景観に包まれた 

漁業の営みと居住環境が 
調和したまちづくり 

＜目標＞ 
自然豊かな海辺景観に包まれた、漁業集落と住宅地が共存する地域であり、こ

れらが調和した土地利用形成を目指します。本地域は、自動車交通の西の入口に

位置することから、幹線道路の整備による交通利便性の向上や、立地条件を活か

した防災拠点整備による安全性の向上を図りつつ、適切な規制・誘導により漁業

環境と居住環境の調和を図ることで、美しい海辺景観の中で快適に暮らせるまち

づくりを推進します。 
●安全・安心なまちづくり 

本地域は、起伏の多い地形を呈しており低地部には芳養川や稲成川が流れてい

ます。集中豪雨による浸水や土砂災害を最小限に食い止めるため、河川の維持管

理や宅地造成などの適切な指導に努めます。 
また、災害時の緊急輸送路となる幹線道路や活動拠点となる公園などの整備、

建築物の耐震化、災害情報の迅速な伝達などによる防災・減災に努めるほか、交

通安全対策や防犯対策により、安全で安心できる暮らしの創出を目指します。 
●地域活力が連携した快適で効率的なまちづくり 

本地域は、田辺市の道路交通での西の入口に位置することから、周辺都市間や

中心市街地を結ぶ幹線道路整備による移動しやすい道路ネットワークの形成を図

るなど、効率的な連携強化のための都市基盤の充実に努めます。 
また、芳養漁港区域での秩序ある市街化を促進するなど、計画的な土地利用形

成を目指します。 
●個性的で魅力あるまちづくり 

本地域は、県立自然公園に指定されている天神崎をはじめとした優れた自然の

風景地を有するほか、芳養漁港があるなど漁業環境にも恵まれています。これら

を踏まえ、適切な規制・誘導による海辺景観の保全や漁業環境と居住環境の共生

など、個性的で魅力あるまちづくりを目指します。 
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④西部地域のまちづくりの方針 

 主な取り組み 

土地利用 
の方針 

○地域の基幹産業である水産業の振興を図るため、芳養漁港区域内集落再編整備事業

により造成した土地における漁業環境と居住環境が調和した適切な土地利用の規

制・誘導について検討します。 
○良好な都市環境の形成を図るため、土地利用の動向を注視し、商業や工業、流通業

務などがそれぞれ集積した地域、これらと住居が調和した地域、特に住環境を保

全・誘導すべき地域等の特性を見極めながら、必要に応じて、用途地域の見直しを

検討します。 
○都市に潤いをもたらす緑豊かな森林景観の保全や、農業環境と居住環境の適切な共

生など、地域特性に応じた良好な環境の形成又は保持のため、特定用途制限地域な

どの適用について検討します。また、宅地造成等にあたっては、農業振興地域との

整合を図りつつ、開発許可制度などの適切な運用により、安全な宅地づくりを促し

ます。 
○既成集落や新興住宅地においては、良好な居住環境やまち並みの維持・形成や住宅

地としての利用増進を図るため、住民主体のまちづくりを促進します。 
 

道路・交通 
の方針 

○市街地の主軸であり、周辺都市間の交流・連携を支える広域幹線道路として、国道

42 号田辺西バイパス（都市計画道路国道 42 号田辺バイパス）の早期整備を促進し

ます。 
○市民の高速道路利用の利便性向上や交流人口の増大による中心市街地の活性化に

資するため、南紀田辺インターチェンジと中心市街地方面を結ぶ市道明洋団地古町

線整備事業を推進します。 
○未整備都市計画道路については、線形や幅員などの見直しや計画廃止も含め、検討

します。なお、見直しにあたっては、地域の生活環境の向上に資するよう、都市全

体の交通ネットワークを踏まえた機能性に配慮するほか、沿道土地利用等も考慮し

検討していきます。 
○地域住民の利便性と効率性を踏まえたバス等の公共交通体系の再構築を推進しま

す。 
 

公園・緑地 
の方針 

○三四六公園については、紀南のスポーツ振興の拠点となる運動公園として機能充実

を図るとともに、その立地条件を活かし、広域的な防災拠点としての機能を備える

ための施設整備を推進します。 
○芳養公園については、国道 42 号田辺西バイパスの整備に併せ、公園機能の維持に

ついて検討します。 
○宅地造成や道路整備などに併せて、高齢者の身近な憩いの場や子供の身近な遊び場

となる広場やポケットパークの創出に努めます。 
○既設公園については、安全・安心・快適に利用できるよう、適切な維持管理に努め

ます。 
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 主な取り組み 

河川・下水、 
その他都市 
施設の方針 

○地域における治水のための主要な河川となる芳養川及び稲成川の適切な維持管理

を促進し、治水及び災害防除に努めます。 
○公共用水域の水質保全や生活環境の向上のため、浄化槽設置整備事業の推進や、供

用開始している漁業集落排水処理施設への接続の促進などにより、生活排水処理率

の向上に努めます。 
○南紀田辺地方卸売市場については、田辺市の基幹産業である農業生産品の安定供給

を図るための機能充実を促進します。 

○芳養漁港においては、地場産業の活性化を図るため、施設の機能強化を進めます。

○田辺市斎場については、その機能の維持管理に努めます。 
 

その他の 
まちづくり

の方針 

○防災性の向上を図るため、建築物の耐震化を促進するとともに、住環境整備の手法

を検討します。 
○災害時の救援活動などに備え、防災拠点となる三四六公園の防災機能の整備を推進

するほか、指定避難施設における防災体制の強化や備蓄機能の整備充実に努めま

す。 
○漁業集落特有のまち並みの保全や良好な景観形成のため、景観条例及び屋外広告物

条例に基づいた規制・誘導に努めます。 
○ナショナルトラスト運動の先駆けとなり県立自然公園として指定されている天神

崎については、これからもその豊かな自然の保護を促進します。 
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４ 東部地域                              

湊、神子浜一丁目、神子浜二丁目、中万呂、下万呂、新庄町、新万、朝日ヶ丘、南新万、あけぼの、宝

来町、東山一丁目、東山二丁目、学園、文里一丁目、文里二丁目 
①東部地域の概況 

 
 
 
  
 
 
 

②東部地域の現況と課題 
 現況 課題 

○用途地域内においては、その制限の内

容が、現況の土地利用や地域が求める

土地利用に必ずしも合っていない地区

があります。 

○土地利用実態を見極めつつ、計画的で

秩序ある土地利用の規制・誘導が必要

です。 

○本地域の新興住宅地においては、良好

な居住環境を呈していますが、将来に

わたってそれを担保するための取り組

みが行われていません。 

○良好な居住環境の保全・形成には、住

民意識の高まりが重要であり、地元主

体のまちづくりが望まれます。 

○文里港では、旧来からの木材工場とし

ての利用が減少してきています。 
○田辺市の林業の拠点としての土地利用

の促進など適切な利用が望まれます。

土地利用 

○文里港、新文里港においては、臨港地

区が指定されています。 
○港が持つ機能を有効に活用するための

土地利用が望まれます。 

○地域の交通・通学利便性や防災性の向

上を図るため、都市計画道路内環状線

の一部区間の整備を進めています。 

○現在整備区間の早期供用はもちろん、

地域の交通を円滑にするため、さらな

る道路整備が望まれます。 

○都市計画道路は、昭和 48 年の道路網見

直し以降、全面的な見直しは行われて

いない状況にあります。 

○社会情勢や都市構造の変化と今後の見

通しを踏まえ、地域内交通の円滑化は

もとより、周辺地域間の交流・連携の

充実に寄与するよう、都市計画道路網

の見直しなど適切な対応が必要です。

道路・交通 

○人口減少などにより地域の公共交通機
関であるバスの利用者数は減少してい
ます。一方で、高齢化は進行し、交通
弱者は増える傾向にあります。 

○様々な都市機能が集積する中心市街地
などへの移動が便利になるよう、それ
らを連絡する公共交通の利用しやすい
環境づくりが必要です。 

○本地域内には、都市計画公園があるも
のの、地区によっては、身近な公園や
広場が不足しています。 

○高齢者の身近な憩いの場や子供の身近

な遊び場のための公共空間の創出が望

まれます。 
公園・緑地 

○本地域内には、神楽公園や朝日ヶ丘北
公園など、現在 5 箇所の都市計画公園
が開設しています。 

○既存施設の計画的な管理・更新が必要

です。 

東部地域は、市街地東部にあり、南側は文里港や新文里港に

面し北側は国道 42 号バイパスに至る地域です。市の中心部に近

い利便性から、高度経済成長期に市街化が進んだ住宅市街地を

中心とした地域であり、国や県など広域行政の出先機関が多く

立地しています。このほか、多くの学校教育施設が立地してお

り、特に、都市内の全ての高校がこの地域内に立地しています。
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 現況 課題 
○本地域内の西側には、主要な河川とし

て会津川が流れています。 
○会津川は治水・防災機能を高めるため、

河川改修が必要であり、それに併せた
水辺空間の整備が望まれます。 

○本地域では、公共下水道が未整備であ
り、生活排水処理率が低い状況です。

○生活排水処理率を向上させる対策が必
要です。 

○地域内の一部において、都市下水路に
よる雨水排水を行っています。 

○集中豪雨時の浸水を防止するため、施
設の機能の維持が必要です。 

河川・下水、 
その他の 
都市施設 

○地域内に多数立地する学校教育施設の
中には、老朽化している施設がありま
す。 

○学校教育施設の教育環境の向上が望ま
れます。 

○幹線道路の整備の遅れにより、良好な
市街地形成が進んでいない既成市街地
があります。 

○良好な市街地形成のため、道路と沿道
地との一体的な整備が必要です。 

○入り組んだ狭い道路に面して古い木造
住宅が集まった地区があります。 

○建築物の耐震化、住環境整備など防災
性の向上を図ることが必要です。 

○西牟婁総合庁舎や新文里港をはじめ、
災害時の活動拠点となる公共施設など
が点在しています。新文里港は、防災
ネットワーク港として位置づけられて
います。また、津波災害時の一時避難
場所として、文里地区津波避難タワー
が整備されています。 

○西牟婁総合庁舎及び新文里港の防災拠
点としての機能充実や指定避難施設の
適切な整備が必要です。 その他 

○本地域では、その多くを占める住宅市
街地のまち並みが地域の特徴となって
います。 

○地域内に広がる住宅市街地のまち並み
の保全が必要です。 
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③東部地域の基本的な方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田辺第二小学校

会津川 

都市計画道路内環状線整備事業

新文里港

東陽中学校

県立田辺工業高等学校

西牟婁総合庁舎 

高雄中学校

文里港 

住宅市街地の良好な居

住環境やまち並みの保

全・形成の促進 

田辺東部小学校

県立南紀高等学校 

県立田辺高等学校 

県立神島高等学校

県立田辺中学校 

＜テーマ＞ 

教育環境と居住環境が充実した 
都市生活の豊かさを実感できるまちづくり 

＜目標＞ 
多くの学校教育施設が立地する住宅市街地を中心とした地域で

あり、市の中心部に近い立地条件も活かした生活環境のさらなる充

実を目指します。本地域は、市街地中心部と国道 42 号田辺バイパ

スに挟まれた位置にあることから、地域内の幹線道路や補助幹線道

路の整備による移動環境の向上に努めながら、既存都市機能の維

持・更新や適切な規制・誘導により教育環境と居住環境の充実を図

ることで、都市生活の豊かさを実感できるまちづくりを推進しま

す。 
●安全・安心なまちづくり 

本地域には海岸に面した低地部があり、東海・東南海・南海地震

が同時発生した場合の津波浸水が市街地にまで及ぶと予測されて

います。また、会津川に面した地区もあります。津波や集中豪雨に

よる浸水、土砂災害を最小限に抑えるため、海岸の維持管理や河川

の安全性向上、宅地造成の適切な指導などに努めます。 
また、災害時の緊急輸送路となる幹線道路などの整備、建築物の

耐震化、災害情報の迅速な伝達などによる防災・減災に努めるほか、

交通安全対策や防犯対策により、安全で安心できる暮らしの創出を

目指します。 
●地域活力が連携した快適で効率的なまちづくり 

本地域は、市街地中心部と広域幹線道路である国道 42 号田辺バ

イパスに挟まれた位置にあることから、地域活力の向上はもとよ

り、周辺地域との効率的な連携強化に資するため、地域内の幹線道

路や補助幹線道路の整備による移動しやすい道路ネットワークの

形成を図るなど、都市基盤の充実に努めます。 
●個性的で魅力あるまちづくり 

本地域には小・中学校、高等学校などの教育施設が多く立地し、

地域を特徴づけています。教育環境や居住環境の充実の促進を図る

ことで、個性的で魅力あるまちづくりを目指します。 

紀南河川国道事務所
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④東部地域のまちづくりの方針 

 主な取り組み 

土地利用 
の方針 

○良好な都市環境の形成を図るため、土地利用の動向を注視し、商業や工業などがそ

れぞれ集積した地域、これらと住居が調和した地域、特に住環境を保全・誘導すべ

き地域等の特性を見極めながら、必要に応じて、用途地域の見直しを検討します。

○既成市街地や新興住宅地においては、良好な居住環境やまち並みの維持・形成や住

宅地としての利用増進を図るため、住民主体のまちづくりを促進します。 
○文里港における林業の拠点としての土地利用を維持・促進するため、木材生産地域

での林業振興や新たな木材流通システムの構築を促進するほか、適切な土地利用転

換についても検討します。 
○文里港及び新文里港の臨港地区においては、物流を中心とした港湾機能を果たすた

めにふさわしい土地利用を維持・促進します。  
 

道路・交通 
の方針 

○地域内の道路ネットワークを充実させ、災害時の緊急輸送路や避難路、通学路とし

ての利便性向上に資するため、市街地内と新文里港方面を結ぶ都市計画道路内環状

線整備事業を推進するとともに、その他の路線についても整備推進に努めます。整

備にあたっては、居住環境や通学環境に配慮した歩行空間の充実に努めます。 
○未整備都市計画道路については、線形や幅員などの見直しや計画廃止も含め、検討

します。なお、見直しにあたっては、地域の生活環境の向上に資するよう、都市全

体の交通ネットワークを踏まえた機能性に配慮するほか、沿道土地利用等も考慮し

検討していきます。 
○地域住民の利便性と効率性を踏まえたバス等の公共交通体系の再構築を推進しま

す。 
 

公園・緑地 
の方針 

○宅地造成や道路整備などに併せて、高齢者の身近な憩いの場や子供の身近な遊び場

となる広場やポケットパークの創出に努めます。 
○既設公園については、安全・安心・快適に利用できるよう、適切な維持管理に努め

ます。 
 



 

- 84 - 

田辺市都市計画マスタープラン 
 
 

 主な取り組み 

河川・下水、 
その他都市 
施設の方針 

○地域における治水のための主要な河川となる会津川の改修を促進し、治水及び災害

防除に努めます。河川改修にあたっては、多自然川づくりによる河川環境の整備・

保全への配慮のほか、市民の自然環境とのふれあいやレクリエーションに資するた

めの水辺空間の整備を促進します。 
○公共用水域の水質保全や生活環境の向上のため、公共下水道の活用について検討す

るほか、浄化槽設置整備事業の推進などにより、生活排水処理率の向上に努めます。

○小泉都市下水路及び大戸川都市下水路は、集中豪雨時の浸水被害を防止するため、

施設の適切な維持管理に努めます。 
○地域内に多数立地する学校教育施設については、老朽校舎等の改築整備や耐震補強

を推進するほか、既存施設の維持管理と教育環境の向上に向けた機能充実に努めま

す。 
 

その他の 
まちづくり

の方針 

○都市計画道路事業等とあわせて土地区画整理事業の導入について検討します。 
○防災性の向上を図るため、建築物の耐震化を促進するとともに、入り組んだ狭い道

路の拡幅整備を促進するなど住環境整備に努めます。 
○災害時の救援活動などに備え、防災拠点である西牟婁総合庁舎及び新文里港の防災

機能の維持・充実を推進するほか、指定避難施設における防災体制の強化や備蓄機

能の整備充実に努めます。 
○地域に多く広がる住宅市街地のまち並みの保全や地域の良好な景観形成のため、景

観条例及び屋外広告物条例に基づいた規制・誘導に努めます。 
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５ 南部地域                              

新庄町、神島台、たきない町 
①南部地域の概況 

 
 
 
  
 
 
 
 

②南部地域の現況と課題 
 現況 課題 

○用途地域内においては、その制限の内

容が、現況の土地利用や地域が求める

土地利用に必ずしも合っていない地区

があります。 

○土地利用実態を見極めつつ、計画的で

秩序ある土地利用の規制・誘導が必要

です。 

○本地域の新興住宅地においては、良好

な居住環境を呈していますが、将来に

わたってそれを担保するための取り組

みが行われていません。 

○良好な居住環境の保全・形成に向けた

計画的で秩序ある土地利用の規制・誘

導が必要です。また、住民意識の高ま

りが重要であり、地元主体のまちづく

りが望まれます。 
○文里港では、旧来からの木材工場とし

ての利用が減少してきています。 
○田辺市の林業の拠点としての土地利用

の促進が望まれます。 

○文里港においては、臨港地区が指定さ

れています。 
○港が持つ機能を有効に活用するための

土地利用が望まれます。 

土地利用 

○本地域の南部には、土地利用制限の緩

やかな区域があります。 
○地域特性に応じた良好な環境の保全、

形成のための土地利用規制などの適用

の検討が望まれます。 
○県道南紀白浜空港線については、歩道

が未整備な区間があります。 

○県道南紀白浜空港線と国道 42 号田辺

バイパス、県道田辺白浜線との交差部

では、休日などに頻繁に交通渋滞が発

生しています。 

○本地域の幹線道路である県道南紀白浜

空港線は、快適で円滑な交通を確保す

るための整備が望まれます。 

道路・交通 

○人口減少などにより地域の公共交通機
関であるバスの利用者数は減少してい
ます。一方で、高齢化は進行し、交通
弱者は増える傾向にあります。 

○様々な都市機能が集積する中心市街地
や病院などへの移動が便利になるよ
う、それらを連絡する公共交通の利用
しやすい環境づくりが必要です。 

○新庄総合公園をはじめとする既設公園

の計画的な管理・更新が必要です。 
公園・緑地 

○本地域内には、現在１箇所の都市計画
公園（新庄総合公園）が開設している
ほか、内之浦干潟親水公園など広域を
対象とした公園があるものの、地区に
よっては、身近な公園や広場が不足し
ています。 

○高齢者の身近な憩いの場や子供の身近

な遊び場のための公共空間の創出が望

まれます。 

南部地域は、市街地南部にあり、西は田辺湾に面し、東は上

富田町に、南は白浜町にそれぞれ隣接する地域です。高度経済

成長期以降に市街化が進んだ地域であり、新興住宅地のほか、

南和歌山医療センターなどの広域医療施設や福祉施設が複数立

地し医療・福祉ゾーンをなしています。また、県立情報交流セ

ンターBig・U や新庄総合公園など広域を対象とした施設が整備

されています。湾岸部には県立自然公園や内之浦干潟親水公園

があるなど自然にも恵まれています。 
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 現況 課題 
○本地域では、一部で地域排水処理施設

が供用開始しているものの、依然とし
て、生活排水処理率が低い状況です。

○生活排水処理率を向上させる対策が必
要です。 

○本地域内には、広域的な医療拠点であ
る南和歌山医療センターが立地してい
ます。 

○地域が求める安全で信頼性と質の高い
医療について、より的確に対応できる
よう、必要な取り組みに努めることが
望まれます。 

○田辺市高齢者複合福祉施設「たきの里」
をはじめとした福祉施設が多数立地し
ています。 

○広域医療施設への近接性や集積を活か
した有効な利用が望まれます。 

河川・下水、 
その他の 
都市施設 

○本地域内には、広域的な教育や交流の
拠点として、平成 17 年 1 月に県立情報
交流センターBig・U が供用開始されま
した。 

○広域的な拠点として、地元地域のまち
づくりにも寄与するよう、その機能の
維持・充実が望まれます。 

○入り組んだ狭い道路に面して古い木造
住宅が集まった地区があります。 

○建築物の耐震化、住環境整備など防災
性の向上を図ることが必要です。 

○点在する身近な公共施設などを指定避
難施設として定めています。また、津
波災害時の一時避難場所として、橋谷
避難広場が整備されています。 

○指定避難施設は、災害による被災者や
被災が心配される方を収容する場所で
あり、適切な整備が必要です。 その他 

○本地域は、県立自然公園に指定された
鳥ノ巣半島などの自然の風景地を有し
ています。 

○これらの貴重な地域資源を地域の個性
として保全するとともに適切に活用す
ることが必要です。 
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③南部地域の基本的な方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜目標＞  
美しい自然に恵まれ、広域に開かれた多様な施設が立地する地域

であり、立地条件を活かした広域交流の促進を目指します。本地域

は、田辺市の南端に位置することから、市内他地域だけでなく周辺

都市とも連絡する道路の整備による移動環境の向上に努めながら、

医療・福祉施設などの既存都市機能の維持・更新や適切な規制・誘

導を図ることで、多様な機能が整った広域交流のあるまちづくりを

推進します。 
●安全・安心なまちづくり 

本地域には海岸に面した低地部があり、東海・東南海・南海地震

が同時発生した場合の津波浸水が市街地にまで及ぶと予測されて

います。津波による浸水や集中豪雨による土砂災害を最小限に抑え

るため、海岸の維持管理や宅地造成の適切な指導などに努めます。 
また、災害時の緊急輸送路となる幹線道路などの整備、建築物の

耐震化、災害情報の迅速な伝達などによる防災・減災に努めるほか、

交通安全対策や防犯対策により、安全で安心できる暮らしの創出を

目指します。 
●地域活力が連携した快適で効率的なまちづくり 

本地域は、田辺市の南端にあることから、市内各地域を連絡する

国道 42 号田辺バイパスなどの幹線道路との接続強化や、隣接する

白浜町や上富田町とを結ぶ移動しやすい道路ネットワークの形成

を図るなど、地域活力の向上とともに地域内外の連携にも資する都

市基盤の充実に努めます。 
●個性的で魅力あるまちづくり 

本地域には広域を対象とした医療拠点や教育拠点などが集積し、

地域を特徴づけています。また、海辺に指定された県立自然公園を

はじめ優れた自然の風景地を有しています。今後は、適切な規制・

誘導による自然的景観の保全や立地施設による広域交流の促進を

図ることで、個性的で魅力あるまちづくりを目指します。 

県道南紀白浜空港線改良整備の促進 

新庄小学校 

ＪＲ紀伊新庄駅

県立田辺高等技術専門学校

新庄第二小学校

内之浦干潟親水公園 

文里港 

新庄中学校交差点の改良整備の促進

橋谷避難広場

白浜町 

上富田町

（仮称） 

上富田 I.C.

至 白浜 

県立自然公園（特別地域）

南和歌山医療センター 

県立情報交流

センターBig・U 

新庄総合公園 

用途地域適用の検討 

＜テーマ＞ 
開かれた自然のなかで 

医療・福祉など多様な機能が整った 
広域交流のあるまちづくり 

鳥ノ巣半島 
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④南部地域のまちづくりの方針 

 主な取り組み 

土地利用 
の方針 

○良好な都市環境の形成を図るため、土地利用の動向を注視し、商業や工業などがそ

れぞれ集積した地域、これらと住居が調和した地域、特に住環境を保全・誘導すべ

き地域等の特性を見極めながら、必要に応じて、用途地域の見直しを検討します。

○県道田辺白浜線に面した宅地造成地においては、秩序ある市街地形成のため、用途

地域の適用について検討します。さらに、既成集落や新興住宅地においては、良好

な居住環境やまち並みの維持・形成や住宅地としての利用増進を図るため、住民主

体のまちづくりを促進します。 
○文里港における林業の拠点としての土地利用を維持・促進するため、木材生産地域

での林業振興や新たな木材流通システムの構築に努めます。 
○文里港の臨港地区においては、物流を中心とした港湾機能を果たすためにふさわし

い土地利用を維持・促進します。  
○都市に潤いをもたらす緑豊かな森林景観や農業環境の保全など、地域特性に応じた

良好な環境の形成又は保持のため、特定用途制限地域などの適用について検討しま

す。また、宅地造成等にあたっては、農業振興地域との整合を図りつつ、開発許可

制度などの適切な運用により、安全な宅地づくりを促します。 
 

道路・交通 
の方針 

○本地域の幹線道路であり、周辺都市を結ぶ県道南紀白浜空港線については、歩行者

空間の充実に向けた整備を促進するとともに、市内各地域や広域に連絡する国道 42
号田辺バイパス及び県道田辺白浜線との交差部のスムーズな交通流を確保するた

め、交差点の改良整備を促進します。 
○地域住民の利便性と効率性を踏まえたバス等の公共交通体系の再構築を推進しま

す。 
 

公園・緑地 
の方針 

○広域的なレクリエーション拠点である新庄総合公園や海辺の干潟での自然観察が

できる内之浦干潟親水公園、その他の既設公園については、安全・安心・快適に利

用できるよう、適切な維持管理に努めます。 
○宅地造成や道路整備などに併せて、高齢者の身近な憩いの場や子供の身近な遊び場

となる広場やポケットパークの創出に努めます。 
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 主な取り組み 

河川・下水、 
その他都市 
施設の方針 

○公共用水域の水質保全や生活環境の向上のため、浄化槽設置整備事業の推進や供用

開始している地域排水処理施設への接続の促進などにより、生活排水処理率の向上

に努めます。 
○南和歌山医療センターについては、広域的な医療拠点として病院機能の充実、適正

な管理・運営に努めるほか、その機能強化のためにも交通ネットワークの充実に努

めます。 
○田辺市高齢者複合福祉施設「たきの里」をはじめとした福祉施設については、広域

医療施設への近接性や集積のメリットを活かした有効活用を促進します。 
○県立情報交流センターBig・Uについては、教育やそれを通じた交流のための広域的

な拠点として、地元地域のまちづくりにも活かせるよう、その機能の維持・充実を

促進します。 
 

その他の 
まちづくり

の方針 

○防災性の向上を図るため、建築物の耐震化を促進するとともに、入り組んだ狭い道

路の拡幅整備を促進するなど住環境整備に努めます。 
○災害時の救援活動などに備え、指定避難施設における防災体制の強化や備蓄機能の

整備充実に努めます。 
○県立自然公園として指定されている鳥ノ巣半島については、自然の風景地の保護を

促進します。周辺地域の景観保全や良好な景観形成のため、景観条例及び屋外広告

物条例に基づいた規制・誘導に努めます。 
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６ 北西部地域                              

元町、芳養町、稲成町、中芳養 
①北西部地域の概況 

 
 
 
  
 
 
 

②北西部地域の現況と課題 
 現況 課題 

○都市計画区域内にありながら、その地

形的条件から都市的土地利用等の動向

が極めて少ない地区があります。 
 

○芳養町北部区域及び稲成町北部区域に

おいては、土地利用等の実態を勘案し、

都市計画区域の除外に向けた取り組み

が必要です。 
○近年、地域内において若干の宅地開発

により、農地が宅地化されています。

○中芳養地区の一帯の区域においては、

土地利用の適切な規制・誘導の検討が

必要です。 

○本地域は田畑や果樹園などの農地が多

く分布していますが、近年、これら農

地の宅地化により、農地と宅地の混在

化が若干見られます。 

○農地と居住環境が調和した秩序ある土

地利用形成が望まれます。 
土地利用 

○本地域の既成集落や一部に開発が見ら

れる新興住宅地においては、周辺の自

然的環境と調和した良好な居住環境の

保全・形成のための取り組みが行われ

ていません。 

○良好な居住環境の保全・形成に向けた

計画的で秩序ある土地利用の規制・誘

導が必要です。また、住民意識の高ま

りが重要であり、地元主体のまちづく

りが望まれます。 
○近畿自動車道紀勢線は、平成 19 年 11

月に南紀田辺インターチェンジが供用

開始され、京阪神方面との連携が強化

されました。現在、南伸に向け、事業

が進められています。 

○広域的な交流・連携や紀南経済の発展

に寄与する道路として、また、救急医

療患者の搬送や災害時の代替道路・救

援道路として、早期整備が望まれます。

○南北方向の幹線道路は改良が進んでい

ますが、東西方向の幹線道路について

は未整備な状況です。 

○地域内の交通円滑化はもとより、効率

的な都市活動を促進するため、地域内

外を結ぶ幹線道路の強化が望まれま

す。 

道路・交通 

○人口減少などにより地域の公共交通機
関であるバスの利用者数は減少してい
ます。一方で、高齢化は進行し、交通
弱者は増える傾向にあります。 

○様々な都市機能が集積する中心市街地
などへの移動が便利になるよう、それ
らを連絡する公共交通の利用しやすい
環境づくりが必要です。 

公園・緑地 

○本地域内には、都市計画公園はありま
せんが、宅地開発に併せて小規模な公
園が配置されています。 

○既存施設の計画的な管理・更新が必要
です。 

北西部地域は、市街地北西部の郊外にあり、上芳養方面やみ

なべ町の郊外部を結ぶ地域です。田畑・果樹園などの良好な農

業環境や豊かな自然的環境に恵まれ、県立自然公園の独特な風

景地も有しているなど、特徴ある農村景観を呈しています。一

方、都市計画区域外も含む土地利用規制の緩やかな地域であり、

近年、若干の宅地開発の進行が見られます。 
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 現況 課題 
○本地域内には、主要な河川として芳養

川及び稲成川が流れており、芳養川は
脇田橋までの区間、稲成川は全区間が
それぞれ改修整備済みです。 

○芳養川及び稲成川については、治水・
防災機能を高めるための取り組みが望
まれます。 

○本地域では、一部で農業集落排水処理
施設が供用開始しており、比較的高い
割合で生活排水を処理できているもの
の、依然として、生活排水処理率が低
い状況です。 

○生活排水処理率を向上させる対策が必
要です。 

河川・下水、 
その他の 
都市施設 

○本地域内には、田辺市廃棄物処理場が
立地しています。（平成 8 年 3 月竣工）

○田辺市廃棄物処理場については、その
機能充実とともに周辺環境に配慮した
取り組みが必要です。 

○入り組んだ狭い道路に面して古い木造
住宅が集まった農村集落が点在してい
ます。 

○農村集落などでの防災性や住環境の向
上が必要です。 

○点在する身近な公共施設などを指定避
難施設として定めています。 

○指定避難施設は、災害による被災者や
被災が心配される方を収容する場所で
あり、適切な整備が必要です。 

○本地域は、緑豊かな森林や田畑、果樹
園などの農地が多く分布しており、既
存集落や住宅地はそのような良好な自
然環境に包まれています。 

○自然環境と調和した暮らしや美しい農
村景観を、地域の個性として守り育て
ることが望まれます。 

○本地域は、県立自然公園として指定さ
れているひき岩群などの自然の風景地
を有しています。 

○これらの貴重な地域資源を地域の個性
として保全するとともに適切に活用す
ることが望まれます。 

その他 

○本地域には、田辺市の特産品である梅
やみかんなどの果樹園を中心とした農
地が広く分布しています。 

○田辺市の基幹産業を支える生産の場と
して、守り育てることが望まれます。
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③北西部地域の基本的な方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

県道上富田南部線

の強化の促進 

近畿自動車道紀勢線の整備 

都市計画区域の 
まとまりのイメージ 現在の都市計画区域

都市計画区域への 
編入の検討 

稲成小学校 

田辺市廃棄物処理場

芳

養

川

稲

成

川

南紀田辺 I.C.

中芳養中学校 

都市計画区域からの

除外の検討 

県立自然公園 
（特別地域） 

ふるさと自然公園センター

ひき岩群 

用途地域適用の検討

（芳養団地付近） 

＜目標＞ 
県立自然公園の独特な自然の風景地を有し、農村集落

や農地が緑の森林に包まれた自然的環境豊かな地域で

あり、その良好な環境を活かした都市生活の充実を目指

します。幹線道路をはじめとした都市基盤整備による生

活利便性の向上や地域間交流の充実とともに、適切な規

制・誘導により農業環境と居住環境の調和を図ること

で、自然の恵みの中で快適に暮らせるまちづくりを推進

します。 
●安全・安心なまちづくり 

地域内には芳養川や稲成川が流れています。集中豪雨

による浸水や土砂災害を最小限に食い止めるため、河川

の維持管理や宅地造成などの適切な指導に努めます。 
また、農村集落地などでの住民の高齢化を踏まえ、建

築物の耐震化や災害情報の迅速な伝達、防災意識の醸成

などによる防災・減災に努めるほか、交通安全対策や防

犯対策により、安全で安心できる暮らしの創出を目指し

ます。 
●地域活力が連携した快適で効率的なまちづくり 

地域住民の日常生活や地域間交流の充実と、周辺地域

で収穫された農産物の配送の円滑化に資するため、東西

方向の幹線道路の強化による移動しやすい交通ネット

ワークの形成を図るなど、地域内外の効率的な連携強化

のための都市基盤の充実に努めます。 
●個性的で魅力あるまちづくり 

本地域は、県立自然公園に指定されているひき岩群な

どの優れた自然の風景地を有するほか、緑豊かな森林や

河川、農地などの自然環境に恵まれています。これらを

踏まえ、適切な規制・誘導による農村景観の保全や農業

環境と居住環境の共生など、個性的で魅力あるまちづく

りを目指します。 

＜テーマ＞ 
自然の恵みに満ちた 

農村景観と集落地などの居住環境が 
調和したまちづくり 
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④北西部地域のまちづくりの方針 

 主な取り組み 

土地利用 
の方針 

○現在都市計画区域内となっている芳養町北部区域及び稲成町北部区域については、

都市計画区域からの除外について、その検討を深め手続きを促進します。 
○中芳養地区の一帯の区域については、今後の宅地化の動向を注視し、必要に応じて、

田辺市の一体の都市として総合的に整備、開発及び保全するため、都市計画区域へ

の編入を検討します。 
○都市に潤いをもたらす緑豊かな森林景観の保全や、農業環境と居住環境の適切な共

生など、地域特性に応じた良好な環境の形成又は保持のため、特定用途制限地域な

どの適用について検討します。また、宅地造成等にあたっては、農業振興地域との

整合を図りつつ、開発許可制度などの適切な運用により、安全な宅地づくりを促し

ます。 
○国道 42 号田辺西バイパス沿道の芳養団地付近においては、秩序ある市街地形成の

ため、用途地域の適用について検討します。さらに、農村集落や新興住宅地におい

ては、良好な居住環境やまち並みの維持・形成や住宅地としての利用増進を図るた

め、住民主体のまちづくりを促進します。 
 

道路・交通 
の方針 

○広域的な交流・連携を支え、紀南経済の活性化に寄与する道路として、近畿自動車

道紀勢線（都市計画道路高規格幹線道路南部白浜線）の早期整備を促進します。 
○地域住民の利便性向上や地域間交流の増進、基幹産業である農業の振興を念頭にお

いた農産物の配送の円滑化などに資するため、地域の東西方向の幹線道路である県

道上富田南部線の改良整備を促進します。 
○地域住民の利便性と効率性を踏まえたバス等の公共交通体系の再構築を推進しま

す。 
 

公園・緑地 
の方針 

○宅地造成や道路整備などに併せて、高齢者の身近な憩いの場や子供の身近な遊び場

となる広場やポケットパークの創出に努めます。 
○既設公園については、安全・安心・快適に利用できるよう、適切な維持管理に努め

ます。 
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 主な取り組み 

河川・下水、 
その他都市 
施設の方針 

○地域における治水のための主要な河川の適切な維持管理を促進し、治水及び災害防

除に努めます。芳養川については、河川改修を促進します。 
○公共用水域の水質保全や生活環境の向上のため、浄化槽設置整備事業の推進や、供

用開始している農業集落排水処理施設への接続の促進などにより、生活排水処理率

の向上に努めます。 
○田辺市廃棄物処理場については、周辺環境に配慮した適切な維持管理に努めます。

 

その他の 
まちづくり

の方針 

○防災性の向上を図るため、建築物の耐震化を促進するとともに、入り組んだ狭い道

路の拡幅整備を促進するなど住環境整備に努めます。 
○災害時の救援活動などに備え、指定避難施設における防災体制の強化や備蓄機能の

整備充実に努めます。 
○農村集落や新興住宅地での生活が自然環境と共生した快適な暮らしとなるよう、森

林、河川及び農地などの自然的環境の保全に努めるほか、景観条例及び屋外広告物

条例に基づいた規制・誘導による農村景観の保全など、良好な景観形成に努めます。

○県立自然公園として指定されている丘陵地については、ひき岩群などの自然の風景

地を保護するとともに、ふるさと自然公園センターを拠点としたその利用増進を図

ります。 
○梅やみかんなど田辺市の基幹産業である農業の活性化を図るため、市民農園や農業

体験などの取り組みによる農地の有効活用を促進します。 
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７ 北東部地域                              

上万呂、中万呂、下万呂、秋津町、新庄町、中三栖、下三栖、城山台、上秋津 
①北東部地域の概況 

 
 
 
  
 
 
 
 

②北東部地域の現況と課題 
 現況 課題 

○近年、地域内においてまとまった宅地

開発がなされたほか、比較的多くの農

地が宅地化されています。 

○城山台や下三栖を含む一帯の区域及び

新庄町田鶴付近の造成地においては、

土地利用の適切な規制・誘導の検討が

必要です。 
○本地域は田畑や果樹園などの農地が多

く分布していますが、近年、これら農

地の宅地化により、農地と宅地の混在

化が顕著になってきています。 

○農地と居住環境が調和した秩序ある土

地利用形成が望まれます。 
土地利用 

○城山台の住宅地では、建築協定により

建物の用途や形態、意匠などのルール

を定め、住宅地としての良好な環境形

成に努めています。 

○良好な居住環境の形成には、住民意識

の高まりが重要であり、今後も、地元

主体のまちづくりが望まれます。 

○近畿自動車道紀勢線は、平成 19 年 11
月に南紀田辺インターチェンジが供用

開始され、京阪神方面との連携が強化

されました。現在、南伸に向け、事業

が進められています。 

○広域的な交流・連携や紀南経済の発展

に寄与する道路として、また、救急医

療患者の搬送や災害時の代替道路・救

援道路として、早期整備が望まれます。

○地域内の交通を円滑にするため、県道

上富田南部線の一部区間において整備

に着手しています。 

○地域内の交通円滑化はもとより、効率

的な都市活動を促進するため、地域内

外を結ぶ広域幹線道路の強化が望まれ

ます。 
○都市計画道路は、昭和 48 年の道路網見

直し以降、全面的な見直しは行われて

いない状況にあります。 

○社会情勢や都市構造の変化とともに今

後の見通しを踏まえ、都市計画道路網

の見直しなど適切な対応が必要です。

道路・交通 

○人口減少などにより地域の公共交通機
関であるバスの利用者数は減少してい
ます。一方で、高齢化は進行し、交通
弱者は増える傾向にあります。 

○様々な都市機能が集積する中心市街地
や病院などへの移動が便利になるよ
う、それらを連絡する公共交通の利用
しやすい環境づくりが必要です。 

公園・緑地 
○本地域内には、都市計画公園はありま

せんが、宅地開発に併せて小規模な公
園が配置されています。 

○既存施設の計画的な管理・更新が必要
です。 

北東部地域は、市街地北東部を取り巻く郊外にあ

り、龍神や本宮方面への入口となっています。田畑・

果樹園などの良好な農業環境や豊かな自然的環境に

恵まれ、熊野古道をはじめとした歴史文化資源も有し

ているなど、特徴ある農村景観を呈しています。一方、

都市計画区域外も含む土地利用規制の緩やかな地域

であり、近年、宅地開発が進行しています。 
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 現況 課題 
○本地域内には、主要な河川として左会

津川及び右会津川が流れています。 
○左会津川及び右会津川は治水・防災機

能を高めるため、河川改修が必要であ
り、それに併せた水辺空間の整備が望
まれます。 

○本地域では、一部で農業集落排水処理
施設・地域排水処理施設が供用開始し
ており、比較的高い割合で生活排水を
処理できているものの、依然として、
生活排水処理率が低い状況です。 

○生活排水処理率を向上させる対策が必
要です。 河川・下水、 

その他の 
都市施設 

○広域的な医療拠点として、平成 17年 5
月に本地域内に紀南病院が新築移転し
ました。 

○地域が求める安全で信頼性と質の高い
医療について、より的確に対応できる
よう、必要な取り組みに努めることが
望まれます。 

○入り組んだ狭い道路に面して古い木造
住宅が集まった農村集落が点在してい
ます。 

○農村集落などでの防災性や住環境の向
上が必要です。 

○点在する身近な公共施設などを指定避
難施設として定めています。 

○指定避難施設は、災害による被災者や
被災が心配される方を収容する場所で
あり、適切な整備が必要です。 

○本地域には、熊野古道・三栖廃寺塔跡
や地域の鎮守社などの歴史文化資源が
あります。 

○これらの貴重な地域資源を地域の個性
として保全するとともに適切に活用す
ることが望まれます。 

○本地域は、緑豊かな森林や田畑、果樹
園などの農地が多く分布しており、既
存集落や住宅地はそのような良好な自
然環境に包まれています。 

○自然環境と調和した暮らしや美しい農
村景観を、地域の個性として守り育て
ることが望まれます。 

その他 

○本地域には、田辺市の特産品である梅
やみかんなどの果樹園を中心とした農
地が広く分布しています。 

○田辺市の基幹産業を支える生産の場と
して、守り育てることが望まれます。



 

- 99 - 

第 4 章 地域別構想

③北東部地域の基本的な方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜目標＞ 
国道 42 号田辺バイパスの整備に伴い市街化が進行している地域であ

り、計画的な土地利用形成を目指します。本地域は、龍神や本宮への入

口であり、熊野古道のルート上にあることも踏まえ、幹線道路などの計

画的な都市基盤整備による利便性の向上とともに、都市に潤いをもたら

す緑豊かな森林や河川、農村景観の保全・整備による、自然や歴史を感

じることのできるまちづくりを推進します。 
●安全・安心なまちづくり 

本地域は山地部の多い地形を呈しており、低地部には左会津川、右会

津川が流れています。集中豪雨による浸水や土砂災害を最小限に食い止

めるため、河川の安全性の向上や宅地造成などの適切な指導に努めま

す。 
また、農村集落地などで高齢化が進んでいる現状を踏まえ、都市基盤

の整備及び建築物の耐震化などによる防災・減災に努めるほか、交通安

全対策や防犯対策により、安全で安心できる暮らしの創出を目指しま

す。 
●地域活力が連携した快適で効率的なまちづくり 

本地域は、龍神や本宮への入口にあることから、幹線道路網の確立に

よる移動しやすい交通ネットワークの形成を図るなど、地域内外の効率

的な連携強化のための都市基盤の充実に努めます。 
これにより、城山台や下三栖での円滑な市街化の誘導を促進するな

ど、計画的な土地利用形成を目指します。 
●個性的で魅力あるまちづくり 

本地域は、緑豊かな森林や河川、農地などの自然環境に恵まれ、紀南

の歴史文化の象徴である熊野古道や三栖廃寺塔跡などの歴史的資源に

も恵まれています。これらを踏まえ、適切な規制誘導による農村景観の

保全や農業環境と居住環境の共生など、個性的で魅力あるまちづくりを

目指します。 

県道上富田南部線整備事業 

河川環境の整備・保全 

近畿自動車道紀勢線の整備 

都市計画区域の 
まとまりのイメージ

現在の都市計画区域

都市計画区域への 
編入検討 

三栖廃寺塔跡 

都市計画区域への 
編入検討 

紀南病院

上秋津小学校 

上秋津中学校 

会津小学校

衣笠中学校

三栖小学校

左会津川 

右会津川 

田辺市周辺
衛生施設組合 
し尿処理場（清浄館） 

龍神方面 

本宮方面 

＜テーマ＞ 
龍神や本宮への入口として 

農村景観を保全しつつ、計画的な 
土地利用形成を誘導するまちづくり 

用途地域適用の検討 
（下三栖の企業団地）

用途地域適用の検討 
（城山台の企業団地と住宅地）

用途地域適用の検討 
（新庄町田鶴付近の造成地）
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第 4 章 地域別構想

 
④北東部地域のまちづくりの方針 

 主な取り組み 

土地利用 
の方針 

○計画的に市街地が形成されつつある城山台の企業団地と住宅地、並びに下三栖の企

業団地については、まとまりある周辺区域も含め、田辺市の一体の都市として総合

的に整備、開発及び保全するため、都市計画区域への編入を検討します。また、新

庄町田鶴付近の造成地と併せて、秩序ある市街地形成のため、用途地域の適用につ

いて検討します。 
○都市に潤いをもたらす緑豊かな森林の保全や農業環境と居住環境の共生など、地域

特性に応じた良好な環境の形成又は保持のため、特定用途制限地域などの適用につ

いて検討します。また、宅地造成等にあたっては、農業振興地域との整合を図りつ

つ、開発許可制度などの適切な運用により、安全な宅地づくりを促します。 
○城山台の住宅地においては、建築協定の方針に基づき、居住環境の維持増進と住宅

地としての利用増進を促します。また、その他の市街地においても、良好なまち並

みを形成するため、住民主体のまちづくりを促進します。 
 

道路・交通 
の方針 

○広域的な交流・連携を支え、紀南経済の活性化に寄与する道路として、近畿自動車

道紀勢線（都市計画道路高規格幹線道路南部白浜線）の早期整備を促進します。 
○地域内の交通の円滑化を図るため、県道上富田南部線整備事業（都市計画道路外環

状線）を推進します。また、龍神や本宮方面への入口であることから、地域内外を

連絡する広域幹線道路の機能強化を促します。 
○未整備都市計画道路については、線形や幅員などの見直しや計画廃止も含め、検討

します。なお、見直しにあたっては、地域の生活環境の向上に資するよう、都市全

体の交通ネットワークを踏まえた機能性に配慮するほか、沿道土地利用等も考慮し

検討していきます。 
○地域住民の利便性と効率性を踏まえたバス等の公共交通体系の再構築を推進しま

す。 
 

公園・緑地 
の方針 

○宅地造成や道路整備などに併せて、高齢者の身近な憩いの場や子供の身近な遊び場

となる広場やポケットパークの創出に努めます。 
○既設公園については、安全・安心・快適に利用できるよう、適切な維持管理に努め

ます。 
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田辺市都市計画マスタープラン 
 
 

 主な取り組み 

河川・下水、 
その他都市 
施設の方針 

○地域における治水のための主要な河川となる左会津川及び右会津川の改修を促進

し、治水及び災害防除に努めます。河川改修にあたっては、多自然川づくりによる

河川環境の整備・保全への配慮のほか、市民の自然環境とのふれあいやレクリエー

ションに資するための潤いある水辺空間の整備を促進します。併せて、河川管理用

通路と一般道との連続性の確保などによる憩いとうるおいある道路空間の創出に

も努めます。 
○公共用水域の水質保全や生活環境の向上のため、浄化槽設置整備事業の推進や、供

用開始している農業集落排水処理施設・地域排水処理施設への接続の促進などによ

り、生活排水処理率の向上に努めます。 
○紀南病院については、広域的な医療拠点として病院機能の充実、適正な管理・運営

に努めるほか、その機能強化のためにも交通ネットワークの充実に努めます。 
 

その他の 
まちづくり

の方針 

○防災性の向上を図るため、建築物の耐震化を促進するとともに、住環境の改善に努

めます。 
○災害時の救援活動などに備え、指定避難施設における防災体制の強化や備蓄機能の

整備充実に努めます。 
○熊野古道・三栖廃寺塔跡や地域の鎮守社などの歴史文化資源の保全と適切な活用に

努めます。 
○農村集落や新興住宅地での生活が自然環境と共生した快適な暮らしとなるよう、森

林、河川及び農地などの自然的環境の保全に努めるほか、景観条例及び屋外広告物

条例に基づいた規制・誘導による農村景観の保全など、良好な景観形成に努めます。

○梅やみかんなど田辺市の基幹産業である農業の活性化を図るため、市民農園や農業

体験などの取り組みによる農地の有効活用を促進します。 
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